
ひがしん運転経歴証明書定期預金

2026年4月1日現在

ひがしん運転経歴証明書定期預金

・交付日より1年以内の運転経歴証明書を保有している個人のお客さま。
・新たな資金のお預け入れに限ります。（当金庫に現在お預け入れの定期預金
からのお振り替え（書替）は対象外となります。）
・ご契約は当金庫の本支店いずれか1店舗とさせていただきます。

2026年4月1日～2027年3月31日

１年もの自動継続スーパー定期・スーパー定期300（元加式・利払式）

10万円以上、500万円以内
（500万円以内であれば何口でもお預け入れ可能）

店頭表示金利＋年0.05％
上記金利の適用は、当初ご契約時のみの適用となります。
初回満期日以降は、当金庫所定の1年もの店頭表示金利となります。

証書式でお取扱いいたします。

担保差入可能です。

お取扱い可能です。

運転経歴証明書
（交付日を確認し、写しをいただきます。）

復興所得税が課税され20.315％（国税15.315％、地方税5％）の源泉分離課税が
適用となります。

苦情処理措置:
本商品の苦情などは、当金庫営業日に、営業店またはリスク管理統括部(9時～
17時、電話03-5610-1110)にお申出ください。
紛争解決措置:
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、
第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センターなどで紛争の解決を図
ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記リ
スク管理統括部または全国しんきん相談所(9時～17時、電話03-3517-5825)に
お申出ください。また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に
直接お申出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけま
す。その際には、(1)お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東
京の弁護士会とテレビ会議システムなどを用いて共同で紛争の解決を図る方法
(現地調停)、(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)
もあります。くわしくは、東京三弁護士会、当金庫リスク管理統括部もしくは全国
しんきん相談所にお問い合わせください。
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